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告
　
示

◯
字
の
区
域
の
変
更
（
七
〇
・
市
町
村
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
及
び
同
実
施
状
況
報
告
の
公
表
（
七
一
・
環
境
整
備
課
）
…
…
…
…
…
１

◯
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
及
び
同
実
施
状
況
報
告
の
公
表
（
七
二
・
環
境
整
備
課
）
…
１

◯
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
保
管
等
の
状
況
の
公
表
（
七
三
・
環
境
整
備
課
）
…
…
…
…
１

◯
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
（
七
四
・
由
利
地
域
振
興
局
建
設
部
）
…
…
…
…
…
…
２

公
　
告

◯
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
（
県
民
文
化
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
２

秋
田
県
告
示
第
七
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙

北
郡
南
外
村
の
区
域
内
の
字
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
同
村
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

右
の
変
更
の
処
分
は
、
当
該
変
更
区
域
に
係
る
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五

号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
換
地

処
分
の
公
告
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

平
成
十
七
年
一
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
七
十
一
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
二
条
第

七
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
が
提
出
さ
れ
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄

物
処
理
計
画
実
施
状
況
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

一
　
縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称
　
産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
書
及
び
産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
実
施
状

況
報
告
書

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
七
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
十
八
年
一
月
二
十
四
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
生
活
環
境
文
化
部
環
境
整
備
課

秋
田
県
告
示
第
七
十
二
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
二
条
の

二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
が
提
出
さ
れ
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に

よ
り
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
実
施
状
況
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

一
　
縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
書
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄

物
処
理
計
画
実
施
状
況
報
告
書

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
七
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
十
八
年
一
月
二
十
四
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
生
活
環
境
文
化
部
環
境
整
備
課

秋
田
県
告
示
第
七
十
三
号

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
三
年
法

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

変

更

前

の

字

の

区

域

仙
北
郡
南
外
村
字
門
ヶ
沢

一
四
七
、
一
四
八
の
一
、
一
四
八
の
二
、
一
四
九
、
一
五

〇
の
一
、
一
五
〇
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在

変
更
後
の
字
の
区
域

仙
北
郡
南
外
村
字
大
柳

変

更

前

の

字

の

区

域

仙
北
郡
南
外
村
字
門
ヶ
沢

一
四
七
、
一
四
八
の
一
、
一
四
八
の
二
、
一
四
九
、
一
五

〇
の
一
、
一
五
〇
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在

す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

変
更
後
の
字
の
区
域

仙
北
郡
南
外
村
字
大
柳
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特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
い

三
　
代
表
者
の
氏
名

坪
　
井
　
和
　
雄

四
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

秋
田
市
御
所
野
下
堤
一
丁
目
四
番
十
号

律
第
六
十
五
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
保
管
及
び
処
分
の
状

況
に
関
し
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

一
　
縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称
　
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
保
管
及
び
処
分
状
況
等
届
出

書
の
副
本
及
び
添
付
書
類

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
七
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
六
月
三
十
日
ま
で

五
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
に
暮
ら
す
市
民
ひ
と
り
ひ
と
り
が
自
立
と
選
択
の
自
由
を
持
ち
、
且
つ
尊

厳
の
あ
る
幸
せ
な
人
生
を
実
現
す
る
た
め
に
、
高
齢
者
、
障
碍
者
、
健
常
者
な
ど
の
立
場
を
超
え

た
市
民
が
手
を
携
え
、
そ
れ
ぞ
れ
が
主
体
的
に
社
会
参
加
で
き
る
仕
組
み
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

の
た
め
に
必
要
な
、
情
報
格
差
の
是
正
や
そ
の
調
整
の
た
め
の
相
談
や
援
助
、
関
係
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
や
そ
の
サ
ポ
ー
タ
ー
に
対
す
る
養
成
研
修
、
こ
ど
も
を
含
め
た
地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
者
が
共
に

学
ぶ
場
を
と
お
し
た
知
識
の
普
及
や
情
報
提
供
、
交
流
の
促
進
な
ど
の
活
動
を
通
じ
バ
リ
ヤ
フ
リ

ー
の
町
作
り
の
場
で
の
情
報
発
信
の
促
進
、
経
済
基
盤
の
充
実
な
ど
の
様
々
な
市
民
活
動
を
よ
り

豊
か
に
広
が
る
地
域
社
会
の
形
成
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙

北
郡
六
郷
町
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

三
　
縦
覧
場
所
　
生
活
環
境
文
化
部
環
境
整
備
課

秋
田
県
告
示
第
七
十
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道

路
の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第

四
十
号
）
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

２

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日

道

路

の

幅

員

四
メ
ー
ト
ル

道

路

の

延

長

五
六
・
二
七
メ
ー
ト
ル

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名

由
利
郡
矢
島
町
七
日
町
字
七
日
町
三
九
番
地

木
村
正
夫
、
木
村
弘
子
、
由
利
郡
矢
島
町
七
日

町
字
下
山
寺
一
〇
番
地
一
下
山
寺
住
宅
一
二
号

木
村
豊
、
本
荘
市
雪
車
町
字
白
山
前
四
八
番
地

菊
地
豊
、
本
荘
市
出
戸
町
字
給
人
町
九
一
番
地

四
　
菊
地
由
紀
子

道
路
の
位
置
の
指
定
箇
所

本
荘
市
出
戸
町
字
給
人
町
九
二
番
一
、
九
二
番

二
、
九
二
番
三
、
九
二
番
三
地
先
、
九
二
番
八

公
　
　
　
　
　
　
告
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一
　
退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

仙
北
郡
美
郷
町
六
郷
字
田
岡
百
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
久
　
男

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
南
谷
地
七
十
七
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
　
木
　
博
　
則

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
荒
町
三
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
　
　
　
正

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
本
道
町
百
二
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
斎
　
藤
　
昭
　
雄

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
〃
　
　
　
六
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
矢
　
川
　
哲
　
雄

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
西
高
方
町
六
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
　
田
　
豊
　
実

〃
　
　
〃
　
　
上
深
井
字
老
形
百
五
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
忠
　
夫

大
曲
市
下
深
井
字
新
百
年
六
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
光
　
雄

二
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

仙
北
郡
美
郷
町
六
郷
字
田
岡
百
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
久
　
男

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
南
谷
地
七
十
七
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
　
木
　
博
　
則

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
荒
町
三
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
　
　
　
正

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
本
道
町
六
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
矢
　
川
　
哲
　
雄

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
根
子
荒
田
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
　
　
智

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
南
谷
地
百
四
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
　
野
　
龍
太
郎

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
葭
原
二
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
　
野
　
　
　
均

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
大
町
七
十
番
地
の
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
　
嶋
　
慶
　
治

〃
　
　
〃
　
　
上
深
井
字
老
形
百
五
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
忠
　
夫

大
曲
市
下
深
井
字
新
百
年
六
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
光
　
雄

三
　
退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

仙
北
郡
美
郷
町
六
郷
字
田
岡
百
二
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
　
藤
　
民
　
昭

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
荒
町
三
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
　
定
　
廣

大
曲
市
下
深
井
字
中
谷
地
八
十
二
番
地
の
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
粟
　
津
　
　
　
隆

四
　
就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

仙
北
郡
美
郷
町
六
郷
字
田
岡
百
二
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
　
藤
　
民
　
昭

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
荒
町
三
十
六
番
地
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